
議員発案第１号 

 

 

県央基幹病院の基本計画どおりの建設及び県による加茂病院の

運営と医師確保を求める意見書 

 

 

上記の議案を次のとおり提出する。 

 

 

令和元年９月２６日 

 

 

 提出者 加茂市議会議員 佐 藤 俊 夫 

 賛成者 同 大 橋 一 久 

 同 同 山 田 義 栄 

 同 同 安 田 憲 喜 

 同 同 関   龍 雄 

    

    

    

 

令和元年１０月 ２日議決 

 

加茂市議会議長 滝 沢 茂 秋 



県央基幹病院の基本計画どおりの建設及び 

県による加茂病院の運営と医師確保を求める意見書 

 

 県央医療圏は中小病院に限られ、患者の圏外への搬送割合が非常に高い地域と

なっています。そこで、救急医療改善のため県央５市町村は、救命救急センター

併設の基幹病院の建設を県に要望してきました。 

 平成２８年に整備基本計画が策定され、平成３０年２月には「県央基幹病院の

基本設計概要」が公表されました。また同年３月に開催された住民説明会では、

平成３５年開院に向けたスケジュールも示されております。その後は基本計画ど

おりに進められており、令和５年度早期の開院を目指しております。 

 ところが、県財政悪化や県立病院の赤字運営を背景に新潟県行財政改革有識者

会議において県央基幹病院見直し論が浮上し、順調に進んでいた県央基幹病院の

整備について、現在見直しの検討が行われています。 

 このことは、県央医療圏において計画策定時と比較して、圏外への搬送の割合

がさらに高まっている状況下で大変憂慮されることです。したがって新潟県にお

かれましては、基本計画どおりのスケジュール及び規模で、県央基幹病院を整備

されるよう強く要望いたします。 

 また、知事はこの県央基幹病院の見直しにあたっては、県立加茂病院及び県立

吉田病院と一体で進めると表明されています。 

 県立加茂病院は、昭和４５年建築で老朽化し耐震化を図るため新病院の改築が

進められ、本年９月２０日に開院いたしました。しかし、開院時に予定していた

全診療科への常勤医師の配置はなされず、旧病院の人員配置での開院となりまし

た。 

県立加茂病院は、地域に密着した医療を提供するとともに、県央基幹病院を後

方支援する重要な拠点病院であります。 

しかしながら現状の医療環境では、急性期疾患や救命救急に十分に対応ができ

ません。このことから、医師の確保が最重要課題であります。また、県立病院の

うち県の繰入金が一番少ない病院でもあります。 

よって、県立加茂病院について、県による運営と医師確保を強く要望いたしま

す。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

 

  令和元年１０月２１日 

 

加茂市議会議長 滝 沢 茂 秋 

 

 

 

新 潟 県 知 事  
様 

新潟県病院局長 

 



議員発案第２号 

 

 

学費と教育条件の公私間格差是正に向けて、私立高等学校への

私学助成の充実を求める意見書 

 

 

上記の議案を次のとおり提出する。 

 

 

令和元年９月２７日 

 

 

 提出者 加茂市議会議員 白 川 克 広 

 賛成者 同 森   友 和 

 同 同 中 沢 真佐子 

 同 同 大 平 一 貴 

 同 同 森 山 一 理 

 同 同 樋 口 博 務 

    

    

 

令和元年１０月 ２日議決 

 

加茂市議会議長 滝 沢 茂 秋 



学費と教育条件の公私間格差是正に向けて、私立高等学校への 

私学助成の充実を求める意見書 

 

今日、全国では約３割の高校生が私立高校で学んでおり、私立高校は公立高校

と同様に公教育の場として大きな役割を果たしています。 

平成 22年度より私立高校生への就学支援金制度が実施され、その後平成 26年

度の見直しで、年収 590 万円未満世帯への支援金増額により、授業料負担は一定

に軽減されました。さらに、令和２年度には２回目の制度見直しが予定され、年

収 590万円未満世帯の授業料無償化が見込まれています。 

しかしながら、就学支援金制度の対象が授業料のみに限定されているため、入

学金や施設設備費の保護者負担は残され、国と県の学費支援を受けても年額約 17

万円から約 46万円の負担が重くのしかかります。5,650 円の入学金負担だけで済

む公立高校と比べ、学費の公私間格差は依然として大きな開きがあります。県内

私立高校生アンケート（平成 29年実施）によれば「親の学費負担に対して後ろめ

たく思う」と答えた高校生が７割を占めており、学費が子どもたちの心にも重く

のしかかっていることがわかります。子どもたちが学費の心配なく学校で学ぶこ

とができるよう、学費の公私格差是正が強く望まれます。 

また、新潟県では全教員に占める専任教員の割合は、公立高校では約８割を占

めていますが、私立高校ではその割合が、約６割にとどまっているのが現状です。    

私立高校の経常経費に対する助成が不十分であることがその一因と考えられ

ます。また、教育はその継続性が求められ、とりわけ私立高校は「建学の精神」

に基づく独自の教育が行われています。そうした学校独自の伝統を継承していく

ためにも、専任教員・職員の増員は不可欠です。経常経費に対する助成の一層の

増額が求められます。 

政府並びに国会におかれましては、未来を担う私立高校生の教育の充実を図る

ため、下記の事項について特段の措置を講じられるよう要望いたします。 

 

記 

 

１．私立高校生への就学支援金制度を施設設備費も対象にすること。 

２．私立高校入学金への新たな助成措置を講ずること。 

３．私立高校への経常経費に対する助成を増額すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

 

  令和元年１０月 ２日 

 

加茂市議会議長 滝 沢 茂 秋 

内 閣 総 理 大 臣 

様 

文 部 科 学 大 臣 

財 務 大 臣 

総 務 大 臣 

衆 議 院 議 長 

参 議 院 議 長 



議員発案第３号 

 

 

学費と教育条件の公私間格差是正に向けて、私立高等学校への

私学助成の充実を求める意見書 

 

 

上記の議案を次のとおり提出する。 

 

 

令和元年９月２７日 

 

 

 提出者 加茂市議会議員 白 川 克 広 

 賛成者 同 森   友 和 

 同 同 中 沢 真佐子 

 同 同 大 平 一 貴 

 同 同 森 山 一 理 

 同 同 樋 口 博 務 

    

    

 

令和元年１０月 ２日議決 

 

加茂市議会議長 滝 沢 茂 秋 



学費と教育条件の公私間格差是正に向けて、私立高等学校への 

私学助成の充実を求める意見書 
 

新潟県では、高校生の 23％（平成 30 年度）が私立高校で学んでおり、私立高
校は公立高校と同様に公教育の場として大きな役割を果たしています。 
平成 22 年度より始まった国の就学支援金制度は、私立高校生の学費負担の軽

減に一定の役割を果たしました。その後、平成 26年度の見直しを経て、令和 2 年
度には年収 590万円未満世帯の授業料無償の実施が見込まれています。 
しかし、就学支援金制度は授業料に対象が限定されているため、その他の学費

である入学金や施設設備費は制度の対象にならず、保護者の負担が残されます。  
年収 250万円未満世帯に対し、県独自に入学金と施設設備費への助成が実施さ

れていますが、助成額が不十分なうえ、その割合は私立高校生全体のわずか 11％
程度（平成 29年度）に過ぎません。 
さらに授業料が無償となる年収 250万から 590 万円未満世帯では、入学金と施

設設備費への助成がまったくないため、年額約 27 万円の学費負担が残され、わ
ずか 5,650 円の入学金負担で済む公立との大きな格差が存在しています。 
県内私立高校生アンケート（平成 29年実施）によれば「親の学費負担に対して

後ろめたく思う」と答えた高校生が７割を占めており、学費が子どもたちの心に
も重くのしかかっていることが示されています。 
国が就学支援金制度を拡充する時だからこそ、県独自の学費軽減予算を維持・

拡充し、入学金や施設設備費への助成対象世帯の拡大及び助成額の増額を行えば、
公私間の学費格差是正へ大きく近づきます。子どもたちが学費の心配なく学校で
学ぶことができるよう、国の拡充と相まった県の制度の拡充が強く求められます。 
また、私立高校の経常経費に対する助成は「経常経費２分の１以内」に限定さ

れてきたために、教育条件においても公立との格差が生じています。例えば、全
教員に占める専任教員の割合は、公立高校が約８割を占めるのに対し、私立高校

は約６割にとどまっており、不足分を常勤講師など期限付きの教員で補っている
のが現状です。教育はその継続性が求められ、とりわけ私立高校は「建学の精神」
に基づく独自の教育が行われ、その伝統を継承していく必要から専任教員の増員
は不可欠です。専任教員の増員など教育条件の向上を図るため、経常経費に対す
る助成の一層の増額が求められます。 
新潟県におかれましては、未来を担う私立高校生の教育の充実を図るため、下

記の事項について特段の措置を講じられるよう要望いたします。 
 

記 
 

１．学費の公私間格差是正へ国の制度拡充と相まって、県独自の学費軽減制度を
拡充すること。 

２．私立高校への経常費助成を増額すること。 
 
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

 
  令和元年１０月 ２日 
 

加茂市議会議長 滝 沢 茂 秋 
 
新 潟 県 知 事 様 



議員発案第４号 

 

 

新潟県加茂市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部改正について 

 

 

上記の議案を次のとおり提出する。 

 

 

令和元年９月２７日 

 

 

 提出者 加茂市議会議員 森 山 一 理 

 賛成者 同 森   友 和 

 同 同 中 沢 真佐子 

 同 同 白 川 克 広 

 同 同 大 平 一 貴 

 同 同 樋 口 博 務 

    

    

 

令和元年１０月 ２日議決 

 

加茂市議会議長 滝 沢 茂 秋 



新
潟
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新
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県
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議
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議
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及
び
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弁
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「 
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附 

則 

 

こ
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公
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日
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